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令和４年２月１６日 

川崎市 健康福祉局 

 令和３年度防災用無線機を使った情報伝達訓練の実施について 

１ 目的 

 災害発生時に情報伝達を行う施設職員や行政職員等が、訓練を通じて、防災用無線機

等の機器操作や情報伝達に関する理解を深めるとともに、福祉関連施設との情報伝達に

係る課題を抽出する。 

２ 想定 

早朝の５時すぎ、川崎市北部を震源とする直下型（M７）の地震が発生し、川崎市内

ほとんどの地域で震度６弱以上の強い揺れを観測した。市内建物に倒壊を含む被害が多

数見込まれ、地域によって断水や停電が発生している。地震発生直後から電話がつなが

らず、地震発生後約９時間後の１４時に防災無線機を使って川崎市へ被害状況を報告す

る。 

３ 日時 

 令和４年３月１５日（火）午後２時から 

４ 実施主体 

 高齢者事業推進課 

５ 対象施設 

防災用無線機の設置施設（１４２箇所） 

６ 防災無線機の設置施設の実施手順（別図も併せて参照ください） 

① 健康福祉局から、局内の設置課、各区高齢・障害課、設置施設、地域包括支援セン

ター、基幹相談支援センターに対して、一斉通信を送信する。 

② 設置施設は、受信後グループ通信にて、別図の No 順に（各高齢者施設は午後２時か

ら、地域包括支援センターは午後３時３０分から）通信試験を開始し、高齢者施設・

地域包括支援センター・基幹相談支援センターは当日の被害状況等、障害者施設は

職員数について報告を行う。なお、各基幹相談支援センターと各障害者施設に対し

ては個別通信にて確認を行う。 

※震度６弱程度の地震が発生したと想定して、報告してください。 
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③ 各区グループの受信報告を受けた区高齢・障害課は、グループ内の報告をまとめた

上で、高齢者施設の状況は午後３時までに高齢者事業推進課へ、地域包括支援セン

ターの状況は午後４時３０分までに地域包括ケア推進室へ個別通信で報告を行い、

それをもって終了とする。 

④ 障害者施設指導課は個別通信で確認した当日の職員数をまとめ、それをもって終了

とする。

⑤ 地域包括ケア推進室は、地域包括支援センターと基幹相談支援センターの当日の被

害状況等をまとめ、それをもって終了とする。 

７ 防災無線機の通信例 

① 【高齢者事業推進課 → 全局（全無線機）】午後２時開始 

「訓練、訓練。高齢者事業推進課から全局へ。高齢者事業推進課から全局へ。今か

ら、情報伝達訓練を実施します。 

川崎市全域で震度６弱の地震が発生。この無線を受信した施設は、約３分後にグ

ループ通信で被害状況を報告してください。 

ただし、地域包括支援センターは、午後３時３０分から報告を開始してください。 

また、障害者施設と基幹相談支援センターに対しては個別通信にて状況の確認を

してください。」（下線部繰り返す）。 

② 【高齢者施設 →各区高齢・障害課】①終了後（約３分後） 

（施設等）「訓練、訓練。こちら（施設名）からグループ通信にて（区名）へ。 

被害状況を報告します。 

建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】 

電気【あり/なし】 

ガス【あり/なし】 

水道【あり/なし】 

電話【あり/なし】 

インターネット【あり/なし】 

二次避難所開設【できる/できない】 

どうぞ。」（下線部は繰り返す。） 

（区等）「こちら（区名）。【報告内容を繰り返す】。この内容で良いですか。どうぞ。」 

（施設等）「こちら（施設名）からグループ通信にて（区名）へ。間違いありません。 

     どうぞ。」 

（区等）「こちら（区名）。グループ通信にて（局番）（施設名）の通信を確認しました。

次の（局番）（施設名）どうぞ。」 
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③ 【各区高齢・障害課 → 高齢者事業推進課】午後３時まで 

（区等）「こちら（○○区高齢・障害課）から、高齢者事業推進課に対して通信試験中」

などと通信。 

（本庁）「こちら高齢者事業推進課。被害状況の報告をどうぞ。」などと返答。

（区等）「グループ内の全局について通信を確認しました。●●施設の被害状況を報告

します。 

●●施設は 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】 

・二次避難所開設【できる/できない】。 

◎◎施設は 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】。 

・二次避難所開設【できる/できない】。 

…」などと通信。

④ 【地域包括支援センター→各区・地区 高齢・障害課】午後３時３０分開始 

 （センター） 

「訓練、訓練。こちら（センター名）からグループ通信にて（各区・地区）に対し

て、通信試験中。職員の安否、被害状況、支援体制を報告します。 

・職員○人中○人の安全を確認。○人が参集しました。 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】。 
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・高齢者への安否確認【実施済/実施中/○時から実施開始予定】 

どうぞ。」（下線部は繰り返す。） 

 （区等） 

「こちら（区名）。【報告内容を繰り返す】。この内容で良いですか。どうぞ。」 

（センター） 

「こちら（センター名）からグループ通信にて（区名）へ。間違いありません。ど

うぞ。」 

（区等）「こちら（区名）からグループ通信にて（センター名）の通信を確認しまし

た。次の（センター名）どうぞ。」 

グループ通信の返答順番は、午後２時から高齢者施設、午後３時３０分から地域包

括支援センターが、別紙のグループ内局番順（No順）で返答し、グループ内の全局の

返答確認により終了。 

※原則として、グループ内全局の返答確認を行うが、グループ通信での返答確認が出

来なかった局に対しては、区高齢・障害課、または地域包括ケア推進室から個別通信

により情報伝達訓練を実施する。 

⑤ 【各区・地区 高齢・障害課 → 地域包括ケア推進室】午後４時３０分まで

（区等） 

「こちら（○○区高齢・障害課）から、地域包括ケア推進室に対して通信試験中」な

どと通信。 

（本庁） 

「こちら地域包括ケア推進室です。（○○区高齢・障害課）、職員の安否、被害状況、

支援体制の報告をどうぞ。」などと返答。

（区等） 

「グループ内の全局について通信を確認しましたので報告します。 

□□包括は 

・職員○人中○人の安全を確認。○人が参集しました。 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】。 

・高齢者への安否確認【実施済/実施中/○時から実施開始予定】 

△△包括は 
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・職員○人中○人の安全を確認。○人が参集しました。 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】。 

・高齢者への安否確認【実施済/実施中/○時から実施開始予定】 

…」などと通信。 

⑥ 【基幹相談支援センター→地域包括ケア推進室】①終了後（約３分後） 

 （センター） 

「訓練、訓練。こちら（センター名）から、地域包括ケア推進室へ。職員の安否、被

害状況、支援体制を報告します。 

・職員○人中○人の安全を確認。○人が参集しました。 

・建物被害【全壊/半壊/一部損壊/被害なし】。 

・電気【あり/なし】。 

・ガス【あり/なし】。 

・水道【あり/なし】。 

・電話【あり/なし】。 

・インターネット【あり/なし】。 

・高齢者への安否確認【実施済/実施中/○時から実施開始予定】 

どうぞ。」（下線部は繰り返す。） 

 （地域包括ケア推進室） 

「こちら地域包括ケア推進室。【報告内容を繰り返す】。この内容で良いですか。ど

うぞ。」 

（センター） 

「こちら（センター名）から地域包括ケア推進室へ。間違いありません。以上。」 

⑦ 【障害者施設→障害者施設指導課】①終了後（約３分後） 

 （施設） 

「訓練、訓練。こちら（施設名）から障害者施設指導課へ。職員数を報告します。

職員○人中○人が参集しました。どうぞ。」（下線部は繰り返す。） 

 （障害者施設指導課） 

「こちら障害者施設指導課。【報告内容を繰り返す】。この内容で良いですか。どう

ぞ。」 
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（施設） 

「こちら（施設名）から障害者施設指導課へ。間違いありません。以上。」 

⑧ 【高齢者事業推進課 → 全局（全無線機）】 

 「こちら高齢者事業推進課から全局へ。 

 この通信を持ちまして、本日の訓練を終了いたします。ご協力をいただき、 

 ありがとうございました。」 

８ その他注意事項 

 より多くの職員の方に無線機の使用に慣れていただくため、報告をする方はなるべく

前回訓練と別の職員とする。 

（問合せ先）             

【高齢者事業推進課】   

横山、浅野 電話２００－２６５２（防災無線機番号００１)     

【地域包括ケア推進室】 

地域包括支援担当  中村、渡邉 電話２００－２６８１（防災無線機番号００２） 

障害者相談支援担当 敷野、中村 電話２００－３９４５（防災無線機番号００２） 

【障害者施設指導課】  

秋保、酒井、大塩 電話２００－０８７４（防災無線機番号００３） 





Ｆ Ａ Ｘ 質 問 書 

題名 

施設（センター）名
及び 

担当者名 

電話番号 ＦＡＸ番号 

質問書の送信日 令和  年  月  日 枚数     枚(本紙を含む)

質 問 内 容 

送 信 先 

健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 

計画推進係 浅野担当 

電話番号 044-200-2652 ＦＡＸ 044-200-3926 


